












































































     （単位：千円）

款

項

目

主要事務事業名 予算額 決算額
左記の財源

特定財源 一般財源

3　消防費 20　危険物保安体制強化 720 718 国・県 0

1　消防費 推進費 組合債 0

1　常備消防費 （予防課） その他 718

3　消防費 1　火災原因調査活動に 491 482 国・県 0

1　消防費 要する経費 組合債 0

1　常備消防費 （予防課） その他 0

482

　　（説明）

　火災原因調査現場や研修を通して指導体制の充実強化を確立し、指定調査員及び火災調査員の能力向上及
び究明率向上を図った。また、究明した火災原因等を統計・分析し、その結果を発信することにより火災予
防広報の充実強化に努めた。

【主な事業内容】
　１　火災原因の究明
　　・火災原因調査体制の充実強化
　　　（火災調査係員を含む36名の火災調査官、指定調査員で運用）
　　・火災原因調査活動に係る物品の整備
　　　（コンパクトデジタルカメラ、北川式ガス検知管等の火災原因調査消耗品関係）
　　・各機関と連携した火災原因究明
　　　（車両鑑識４件、電気製品等６件）
　　・研修会の開催
　　　（指定調査員会議、火災調査研修会、火災調査技術発表会、火災調査ZOOM研修会）
　　・研修会参加
　　　（火災調査担当者会議、調査技術会議、全国消防技術者会議）

　２　火災予防啓発の強化
　　・火災発生情報公開システム「火事ログ」の公開
　　・分析した火災統計の公表及び報道機関への投げ込み
　　・イベント、広報誌及びSNS等を活用した広報活動
　　・「住宅用火災警報器取付け等支援(孫の手作戦）」の実施
　　　（取付け等支援32件）

0

　　（説明）

　下記の研修に参加することで危険物保安体制の推進及び自主保安体制の強化を指導することに必要とされ
る専門的な知識を修得し、許認可事務、立入検査及び組合Webサイトを通じた安全対策の周知によって、危
険物施設における事故の発生防止に努めた。

【主な研修内容】
　・危険物保安技術講習会
　・危険物事故事例セミナー
　・防爆電気機器Basicコース

     （単位：千円）

款

項

目

主要事務事業名 予算額 決算額
左記の財源

特定財源 一般財源

3　消防費 1　警防業務活動管理費 41,063 40,698 国・県 56

1　消防費 （消防課） 組合債 0

1　常備消防費 その他 0

3　消防費 20　安全管理対策推進費 1,733 1,703 国・県 1,595

1　消防費 （消防課） 組合債 0

1　常備消防費 その他 0

108

　　（説明）

　現場活動等における安全管理の徹底を図るため、研修会等の開催や事故事例の検証を通して安全管理体制
の整備を行った。
【主な行事】
　１　研修会
　　　「職場安全の日」講演会の開催（７月７日）
      　講師  当消防本部職員３名
　
　
　２　総務省消防庁放射線測定器の校正点検
　　　 国有財産の無償貸与、無償使用放射線測定器一式の校正点検

40,642

　　（説明）

複雑多様化する災害対応のため各種研修会や訓練に参加するほか、消防資機材の整備を行った。
【主な事業内容】
　１　参加した主な研修会、訓練等
　　・全国消防長会東北支部警防実務研修会（秋田県大仙市）　２名
　　・原子力避難指示区域における大規模火災対応訓練
　　・福島空港消火救難総合訓練
　　・三消防本部合同訓練（郡山市）
　　・区画火災態様訓練（CFBT）コース（神奈川県横須賀市）　１名
　　・福島県消防長会消防実務（警防）研修会（二本松市）　　４名

　２　主な整備資機材
　　・消防ホース　　70本
　　・GIS構築支援サービス（ライセンス×３）一式
　　・防火衣一式（計画更新）120着
　　・アイスベスト　380着

－39－

















































議案第18号  

 郡山地方広域消防組合職員定数条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 令和７年10月17日提出 

郡山地方広域消防組合    

管理者 椎 根 健 雄  

   郡山地方広域消防組合職員定数条例の一部を改正する条例 

郡山地方広域消防組合職員定数条例（昭和48年郡山地方広域消防組合条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第３条 職員の定数は、412人とする。 第３条 職員の定数は、407人とする。 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提 案 要 旨） 

   日勤救急隊（デイタイム救急隊）の増隊に伴い、郡山地方広域消防組合職員定数条例の改正を行う。 

－63－












